
大大学学連連携携アアドドババイイザザーー利利用用費費補補助助金金応応募募のの手手引引きき

１ 補助金の対象者

岡崎市に登録された市民活動団体

２ 対象となる活動

次に定める活動に伴う、大学懇話会を構成する市内大学に在籍する所属の教授等の助

言・指導、講演

  ⑴ 不特定多数のものの利益の増進に寄与する活動又は良好な地域社会の維持及び形成

に資する地域的な共同活動

⑵  営利活動、宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動でないこと 

《活動分野》

３ 大学懇話会とは

市内大学（愛知学泉大学・愛知学泉短期大学、愛知産業大学・愛知産業大学短期大学、

岡崎女子大学・岡崎女子短期大学、人間環境大学）で組織された会です。

４ 補助対象経費および補助率

⑴ 補助対象経費は、助言等をする教授等に対する謝礼です。 

⑵ 国、県、地方公共団体、民間団体等から他の制度による補助金の交付を受けてい

る事業については、補助の対象外とします。

補助対象経費 補 助 限 度 額 補 助 回 数

助言等をする

教授等に対す

る謝礼

助言・指導の場合

１回につき謝礼の２分の１の額、又は、３，６００

円のうち、いずれか低い額とする。

年４回まで及び一

団体２年を限度と

する。

講演の場合

１回につき謝礼の２分の１の額、又は、次の額のう

ち、いずれか低い額とする。

大学教授 １１，３５０円

大学准教授 ８，６００円

大学講師等 ６，７５０円

年１回まで及び一

団体２年を限度と

する。

※上記の組み合わせにより行う場合は、一団体２年を限度とし、助言・指導の回数は

通算２回までとする。

■大学連携アドバイザー利用費補助金とは

この補助金は、岡崎市に登録済の市民活動団体が大学懇話会を構成する市内大学（愛

知学泉大学・愛知学泉短期大学、愛知産業大学・愛知産業大学短期大学、岡崎女子大学・

岡崎女子短期大学、人間環境大学）に在籍する所属の教授等に、その専門知識を活用し

た助言・指導または講演をしてもらう場合に、予算の範囲内において、その謝礼の一部

を対象に交付するものです。

①保健、医療、福祉 ②社会教育 ③まちづくり ④文化・芸術・スポーツ

⑤環境保全 ⑥災害救助 ⑦地域安全 ⑧人権・平和 ⑨国際協力

⑩男女共同参画社会 ⑪子どもの健全育成 ⑫ＮＰＯ活動支援 ⑬情報化社会

⑭科学技術 ⑮経済活性 ⑯職業能力・雇用 ⑰消費者保護 ⑱観光

⑲農山漁村・中山間地域 ⑳条例で定める活動 など



５ 手続き方法及び申請書類

① 岡崎市市民協働推進課（℡0564-23-6491）へ制度利用について連絡してください。

② 大学懇話会ホームページ（https://okazaki-dk.com/）の“研究者データベース”

で検索し、依頼を希望する教授等を選定してください。

③ 団体は、希望の教授等が決まったら、岡崎大学懇話会へ連絡※してください。その

後、大学懇話会が教授等と調整を行い、市民活動団体に対して詳細を連絡します。

団体は大学懇話会の指示に従って講座開催時期、内容等を協議し、教授等派遣の

依頼を進めてください。

※岡崎大学懇話会の連絡先は毎年変更します。最新の連絡先は懇話会ホームペー

ジを確認するか、市民協働推進課へお問い合わせください。

④ 詳細が決定したら、事業の着手 30 日前までに、次の書類を市民協働推進課に提出

してください。

⑴ 市費補助金等交付申請書

⑵ 大学連携アドバイザー利用計画書（助言の目的、教授等の氏名、助言等の

内容、謝礼の予定金額等を記載します。）

⑶ 会則

⑷ 講演会講師の場合は、当該講演会に関する資料

６ 補助の決定

市が提出された申請書を審査します。審査結果は後日代表者に通知します。

７ 実績報告書の提出

補助金の交付決定を受けた団体は、事業完了の日後 30 日以内（３月中に事業を実施

する場合は、３月 31 日まで）に次の書類を提出して下さい。

⑴ 市費補助事業等実績報告書

⑵ 事業報告書

⑶ 収支報告書

⑷ 写真、支払いの記録書類（教授等の署名または記名・押印がある領収書。振込通知

の写し等）

８ 補助金の交付

市費補助事業等実績報告書の提出後、審査を経て補助金の額を確定します。額が確定

すると、市は、申請団体の請求を受け補助金を交付します。

９ 申請書提出・問い合わせ先

岡崎市市民安全部市民協働推進課（東庁舎２階）

〒444-8601 岡崎市十王町二丁目９番地

TEL 0564-23-6491 FAX 0564-23-6667

E-mail shiminkyodo@city.okazaki.lg.jp


